
 

    ５－１０ 

雑 則 
面積、高さ及び階数の算定 

法第 92条、令第 2条第 1項第七号 

片流れ屋根の軒の高さ 

 

片流れ屋根の場合の最高の軒の高さは、原則として高い側の軒の高さとする。ただし、

屋根が小屋組で形成されているものは、それを支持する壁・敷桁又は柱の上端までとす

る。 
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